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はじめに 

 我が国の民主主義を担っていく学生・生徒を育むために、新聞は不可欠の学習材です。

現行の学習指導要領に新聞が指導すべき内容として記載されたのは、この重要性が広く社

会に認識されているからだと存じます。一般の社会人にとっても、新聞の重要性は申し上

げるまでもありません。 
 デジタル・ネットワーク社会の進展に伴い、様々な教育現場でＩＣＴ（情報通信技術）

を活用した新聞記事の利用が広まっています。新聞各社は簡単な手続きによりご利用いた

だけるよう努めており、今後も紙と同様にデジタルでも新聞記事の利用促進を教育関係者

のみなさま方と協力しながら進めてまいりたいと存じます。 
 
１．ＩＣＴ活用教育に関するライセンシング等について 

新聞各社では、記事などの複製を含め様々な形態の二次利用を求める教育機関、企業、

団体、個人に対して許諾（ライセンシング）を行っています。新聞記事の大半は法人著作

であり、多くの場合、新聞社に電話やメールでご連絡いただけば可能な限り速やかに利用

許諾を得ることができます。社外筆者による新聞記事など著作権が新聞社に帰属していな

い場合は、社外の著作権者をご紹介するなどの対応をしており、新聞記事などの流通シス

テムは合理的に機能しています。 
 新聞各社の許諾は大別して都度利用に対する個別許諾と継続利用に対する包括許諾に分

かれます。ＩＣＴ活用教育に関する個別許諾の内容は多様で、例えば「デジタル教科書に

掲載する」「新聞記事を含む講義映像を録画して異時送信する」「入試問題として利用した

新聞記事を学校のサイトに掲載する」「学外で開催するシンポジウムに使用するため新聞記

事をパワーポイントに変換する」です。新聞各社は一つ一つの申請に対し、その内容、目

的等を踏まえて検討し、許諾する場合は有料もしくは無償でご利用いただいています。ご

利用の希望は今後さらに多様化、増大すると思われ、新聞各社は柔軟に対応していきます。 
 一方、新聞各社は包括許諾として、有料の年間契約等による教育機関向けのデータベー

スサービスや新聞記事を利用したデジタル教材をご提供しています。データベースサービ

スは小学校、中学校、高校、大学、海外の日本人学校と広範にご利用いただいています。

デジタル教材は、例えば、大学と契約し、学生と教職員が新聞のデジタル版とデータベー

スを利用できる商品があります。新聞各社は包括許諾についてご利用の拡大に努めていま
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す。 
 個別許諾、包括許諾ともご利用いただく際には提供したデジタルデータが許諾の範囲を

超えて拡散し、サーバー等に蓄積されることを防ぐため、条件を設けています。新聞社や

ご利用形態によって条件は異なりますが、例えば「データを電子媒体に複製しない」「使用

するパソコンを限定する」「閲覧のみでダウンロードは禁止」「第三者への公衆送信の禁止」

です。条件についてはご利用者の同意をいただいています。 
 
２．権利制限規定について 

前述したように、新聞各社は今後もＩＣＴ活用教育における新聞記事の利用促進に努力

してまいります。ただ、デジタルコンテンツは紙のコンテンツに比べ、許諾なしに「拡散」

「蓄積」が行われる危険性がはるかに高いといえます。 
今年度の文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会では「授業の過程における教

材・参考文献や講義映像等の公衆送信について、リアルタイムのみならず異時のものにつ

いても権利制限規定の対象とする」「教育目的で教員や教育機関の間で行う教材等の共有

（複製、公衆送信）を権利制限の対象とする」「ＭＯＯＣ（大規模公開オンライン講座）の

ような一般人向けの公開講座における教材・参考文献等や講義映像の公衆送信を新たに権

利制限規定の対象とする」ことを検討するとうかがっています。もし、これらの権利制限

が導入されますと、現行の著作権法３５条に比べ、デジタル化された新聞記事を許諾なく

利用できる対象が広がります。その結果、権利制限の対象外にもかかわらず許諾を得ずに

「拡散」や「蓄積」が行われ、新聞記事に対する著作権侵害が現状よりも深刻になること

を強く懸念します。 
また、新聞各社は、刑事事件を報道した新聞記事について、ケースに応じ、時間の経過

を踏まえて匿名化やデータベースからの削除といった人権上の配慮をしています。もし、

上記の権利制限規定が導入されると、このような配慮の意味が失われるおそれがあります。 
さらに、新聞各社はＩＣＴ活用教育のためのデータベースサービスやデジタル教材提供

の事業を行っており、年間契約等に基づく市場として成立しています。こうした新聞各社

の事業に大きなダメージが生じるおそれもあります。 
以上より、権利制限規定の導入に関しては、上記の懸念とおそれをご理解いただき、結

論を急ぐことなく、慎重なご審議をお願い申し上げます。 
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教育の情報化の推進について

１．ＩＣＴ活用教育に関するライセンシング
等について

・新聞記事の大半は法人著作であり、新
聞社が許諾可能

・都度許諾、包括許諾とも合理的に機能

・無許諾の「拡散」「蓄積」防ぐため、ご
利用者の同意で条件設定

2015/7/31 3法制・基本問題小委・参考資料
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朝日新聞社の二次利用の案内ページと申込書
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産経新聞社の二次利用の案内ページと申請書
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読売新聞社の二次利用の案内ページ（ヨミウリ・オンライン）と申込書
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毎日新聞社の二次利用の案内ページと申込書
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日本経済新聞社の二次利用の案内ページ
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２．権利制限規定について

・著作権侵害深刻化の懸念

・人権上の配慮が無意味になるおそれ

・データベースサービス、デジタル教材

提供等、新聞社の事業にダメージのお
それ

2015/7/31 13法制・基本問題小委・参考資料

まとめ

14

結論を急がず、慎重な審議を要望。
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